
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

一

特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員

臨
時
又
は
非
常
勤
の
顧
問
、
参
与
、
調
査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
準
ず
る
者
の
職
は
、
専
門
的
な
知
識
経
験

又
は
識
見
を
有
す
る
者
が
就
く
職
で
あ
っ
て
、
当
該
知
識
経
験
又
は
識
見
に
基
づ
き
、
助
言
、
調
査
、
診
断
そ
の
他
総
務

省
令
で
定
め
る
事
務
を
行
う
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
第
三
項
第
三
号
関
係
）

二

会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
の
方
法
等

１

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
採
用
は
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
競
争
試
験
又
は
選
考
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
関
係

）イ

一
会
計
年
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
置
か
れ
る
非
常
勤
の
職
（
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
除
く
。
）
（
ロ
に
お
い
て
「
会
計
年
度
任
用
の
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
週

間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に



比
し
短
い
時
間
で
あ
る
も
の

ロ

会
計
年
度
任
用
の
職
を
占
め
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す

る
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
と
同
一
の
時
間
で
あ
る
も
の

２

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
は
、
そ
の
採
用
の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内
で

任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
関
係
）

３

任
命
権
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
そ
の
任
期
を
明
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
関
係
）

４

任
命
権
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
が
２
の
期
間
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤

務
実
績
を
考
慮
し
た
上
で
、
当
該
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
任
期
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
関
係
）

５

任
命
権
者
は
、
４
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
そ
の

任
期
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
関
係
）

６

任
命
権
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
又
は
任
期
の
更
新
に
当
た
っ
て
は
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
か
つ
十
分
な



任
期
を
定
め
る
も
の
と
し
、
必
要
以
上
に
短
い
任
期
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
採
用
又
は
任
期
の
更
新
を
反
復
し
て
行

う
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
関
係
）

７

会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
は
、
全
て
条
件
付
の
も
の
と
し
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
そ
の
職
に
お
い
て
一
月

を
勤
務
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た
と
き
に
正
式
採
用
に
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十

二
条
の
二
第
七
項
関
係
）

三

臨
時
的
任
用

人
事
委
員
会
を
置
く
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
常

時
勤
務
を
要
す
る
職
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
の
と
き
、
臨
時
の
職
に
関
す
る
と
き
、
又
は
採
用
候
補
者

名
簿
（
昇
任
候
補
者
名
簿
を
含
む
。
）
が
な
い
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
六
月
を
超
え
な
い
期
間
で
臨
時

的
任
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
任
用
を
六

月
を
超
え
な
い
期
間
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
再
度
更
新
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十

二
条
の
三
第
一
項
関
係
）

四

営
利
企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限



職
員
は
、
任
命
権
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
商
業
、
工
業
又
は
金
融
業
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企
業
（
以

下
「
営
利
企
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
地
位
を
兼
ね
、
若
し
く
は
自
ら
営
利
企
業
を
営
み
、
又
は
報
酬
を
得
て
い
か
な
る
事
業
若
し
く
は
事
務
に
も
従
事
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
及
び
二
の
１
の
ロ
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
八
条
第
一
項
関
係
）

五

人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表

任
命
権
者
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
、
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
、
二
の
１
の
ロ
に
掲
げ
る
職
員

の
任
用
、
人
事
評
価
、
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
、
休
業
、
分
限
及
び
懲
戒
、
服
務
、
退
職
管
理
、
研
修
並

び
に
福
祉
及
び
利
益
の
保
護
等
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十

八
条
の
二
第
一
項
関
係
）

第
二

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

第
一
の
二
に
伴
い
、
第
一
の
二
の
１
の
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
対
し
、
期
末
手
当
の
支
給
を
可
能
と
す
る
ほ
か
、
給
付
に
関

す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
二
百
三
条
の
二
及
び
第
二
百
四
条
関
係
）



第
三

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

施
行
の
た
め
に
必
要
な
準
備
等

１

第
一
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
２
に
お
い
て
「
新
地
方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る

地
方
公
務
員
の
任
用
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
及
び
第
二
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
（

２
に
お
い
て
「
新
地
方
自
治
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
給
与
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保

す
る
た
め
、
任
命
権
者
は
、
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
地
方
公
共
団
体
の

長
は
、
任
命
権
者
の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第

二
条
第
一
項
関
係
）

２

総
務
大
臣
は
、
新
地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
務
員
の
任
用
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度

及
び
新
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
る
給
与
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団

体
に
対
し
て
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
前
項
の
準
備
及
び
措
置
の
実
施
状
況
を
把
握



し
た
上
で
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
準
備
及
び
措
置
に
つ
い
て
技
術
的
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
二
項
関
係
）

三

経
過
措
置

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
）

四

関
係
法
律
の
一
部
改
正

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


